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安
倍
政
権
は
、
特
定
秘
密
保
護
法
案
を
、
今
国
会
に
提
出
し
、
国
家
安
全
保

障
会
議
（
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
）
設
置
法
案
と
と
も
に
成
立
を
ね
ら
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
反
対
の
世
論
は
広
が
っ
て
い
ま
す
。
批
判
の
高
ま
り
の
中
で
一
部
野
党

（
維
新
の
会
）
な
ど
と
の
部
分
修
正
を
図
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
根
本
的
な

問
題
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
す
ま
す
矛
盾
は
広
が
る
ば
か
り
で
す
。 

 

秘
密
保
護
法
案
は
、
外
交
、
防
衛
な
ど
日
本
の
「
安
全
保
障
に
関
す
る
情
報
」
を
保
護

す
る
た
め
、「
行
政
の
長
」
が
「
特
定
秘
密
」
を
指
定
し
、
そ
れ
を
漏
ら
し
た
公
務
員
な

ど
に
「
懲
役
１
０
年
」
も
の
重
罰
を
科
す
る
弾
圧
法
で
す
。
情
報
に
接
近
し
よ
う
と
し
た

国
民
や
報
道
機
関
も
対
象
で
す
。
秘
密
保
護
法
は
、「
安
全
保
障
」
を
名
目
に
、
広
範
な

行
政
情
報
を
国
民
か
ら
隠
す
、
文
字
通
り
の
「
軍
事
立
法
」
で
す
。 

日
本
の
法
律
で
は
、「
秘
密
保
護
」
は
公
務
員
な
ど
に
「
職
務
上
知
り
え
た
秘
密
」
を

み
だ
り
に
も
ら
し
て
は
な
ら
な
い
と
守
秘
義
務
を
定
め
た
も
の
が
中
心
で
、
そ
れ
を
破
っ

た
時
の
罪
は
公
務
員
で
も
懲
役
１
年
で
す
。
そ
れ
さ
え
守
秘
義
務
の
範
囲
が
広
す
ぎ
る
と

問
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
自
民
党
政
府
は
２
０
０
１
年
ア
メ
リ
カ
「
同
時
テ
ロ
」
の
ど

さ
く
さ
に
ま
ぎ
れ
て
、
自
衛
隊
が
保
持
す
る
「
防
衛
秘
密
」
に
つ
い
て
、
外
部
に
漏
ら
し

た
り
、
漏
洩
を
企
て
、
教
唆
、
扇
動
し
た
り
し
た
場
合
は
５
年
以
下
の
懲
役
に
科
す
と
改

悪
し
ま
し
た
。 

今
回
の
秘
密
保
護
法
案
は
こ
れ
ま
で
の
法
律
と
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
法
律
の
目
的

に
「
わ
が
国
の
安
全
保
障
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
特
に
秘
匿
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も

の
」
を
「
保
護
す
る
」
と
、
目
的
に
「
安
全
保
障
」
が
明
記
さ
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
「
軍

事
立
法
」
で
す
。
秘
匿
の
対
象
は
防
衛
、
外
交
な
ど
行
政
情
報
の
中
か
ら
「
行
政
機
関
の

長
」
が
そ
の
遺
漏
が
「
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
与
え
る
」
と
指
定
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
だ
け
で
、
す
べ
て
の
行
政
情
報
が
対
象
に
な
り
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
や
原
発
情
報
も
対
象
に

な
り
ま
す
。 

し
か
も
「
特
定
秘
密
」
を
扱
え
る
の
は
、「
適
正
調
査
」
で
秘
密
を
漏
ら
す
恐
れ
が
な

い
と
認
め
ら
れ
た
公
務
員
に
限
ら
れ
て
お
り
、
事
実
上
す
べ
て
の
公
務
員
が
「
適
正
調
査
」

の
対
象
と
な
り
親
戚
や
友
達
・
趣
味
の
グ
ル
ー
プ
も
適
正
調
査
の
対
象
で
す
。 

国
民
に
は
何
が
「
秘
密
」
な
の
か
わ
か
ら
な
い
の
に
、
情
報
を
手
に
入
れ
な
く
て
も
、

共
謀
、
教
唆
、
扇
動
し
た
だ
け
で
も
罪
に
問
わ
れ
ま
す
。
ま
さ
に
す
べ
て
の
公
務
員
と
国

民
に
、
手
か
せ
、
足
か
せ
を
は
め
る
も
の
で
す
。 

「
安
全
保
障
」
を
振
り
か
ざ
し
て
、
す
べ
て
の
公
務
員
と
国
民
を
縛
り
上
げ
る
「
軍
事

立
法
」
が
、
国
民
の
「
知
る
権
利
」
や
「
取
材
・
報
道
の
自
由
」
を
侵
害
す
る
だ
け
で
な

く
、
国
民
主
権
の
原
則
や
平
和
主
義
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
憲
法
で
戦
争

を
放
棄
し
た
日
本
に
、
他
国
と
の
戦
争
を
前
提
に
国
民
の
目
や
耳
を
ふ
さ
ぐ
「
軍
事
立
法
」

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
秘
密
保
護
法
の
制
定
は
断
固
阻
止
し
ま
し
ょ
う
。 

 

７
日
（
木
）
米
原
市
議
員
団
（
清
水
・
太
田
）
と
米
原
・
近
江

支
部
計
６
人
が
米
原
駅
西
口
で
、
ま
た
１
２
日
（
火
）
に
は
市
議

団
（
藤
田
・
太
田
）
と
山
東
支
部
計
４
人
が
近
江
長
岡
駅
で
秘
密

保
護
法
反
対
の
早
朝
街
頭
宣
伝
を
行
い
ま
し
た
。 


